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特集：デジタル時代のシティズンシップ教育

情報モラル教育からデジタル・シティズンシップ教育へ
～情報モラル概説～

芳賀高洋
岐阜聖徳学園大学・教育学部

概要-言葉と概念の歴史をたどる

情報モラルとデジタル・シティズンシップは全く違う言葉であるが、現代において、情報モラ
ルの「情報」とデジタル・シティズンシップの「デジタル」は同義であるといってよい。さら
に、情報社会の「情報」とも同義である。
異なるのは「モラル」と「シティズンシップ」、あるいは「社会」であるが、まずは「情報」
と「情報モラル」を中心にその歴史的経緯や概要を俯瞰する。

1.　計算機と情報-情報社会論

情報社会、情報モラル、デジタル・シティズンシップは、1960年代であれば、「計算機社会」
や「計算機道徳」、「計算機市民性」などと呼ばれたかもしれない。この「計算機」とは、コンピ
ュータを媒介した情報を扱うか否かという意味である。
「計算機○○」ではなく、「情報○○」という言葉が使われはじめたのは、1960年代末から

1970年頃にかけてのことである。
その契機となった議論を「情報社会論」と呼び、学術界のみならず、当時の通商産業省（現経

済産業省）や著名ジャーナリスト等を巻き込み、大変な盛り上がりをみせた。
情報社会論は米ダニエル・ベルらの脱工業化（産業化）社会論を発展させた日本オリジナルの

学術論議であるとされる。
「情報社会」と「情報化社会」は現代では同義に扱われるが、当時の論壇では区別された。経
済企画庁の官僚時代に『情報化社会論』を著した林（1969）は、情報化社会とは情報社会に向
かって変化しつつある社会であると定義している（1）。
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2.　情報公害論

他方、当時の情報社会論は、バラ色の未来を予見する楽天主義であったと評価されることが多
い（2）。社会学者よりもだいぶ現実主義者であった当時のコンピュータ科学者や技術者らは楽天
主義的な情報社会論に危機感を抱き「情報公害論」を展開している（3）。
この「情報公害論」で議論した内容は、のちに登場する「情報モラル」で取り扱う内容とほぼ

同じであった（同議論内に「モラール」という語も登場するが、モラル（moral）は道徳、モラ
ール（morale）は、たとえば職場の「士気」の意）。
すなわち、情報公害とは、情報氾濫、情報犯罪（盗用や悪用）、プライバシー侵害・個人情報

漏洩や著作権侵害等である。
ただし、情報公害は、コンピュータを扱う個人間のトラブルというよりも、企業等による社会

や市民への危害・不利益というニュアンスである。すなわち、主として計算機情報を取り扱う企
業や組織等が劇的に増えた社会は、便利で豊かな社会になる可能性はあるものの、一方で、社会
や一般市民に一方的にもたらされる危害や不利益（＝公害）も劇的に増えるので警戒が必要だと
するコンピュータ科学者らの警笛である。
ただし、情報社会論にしても情報公害論にしても、当時はまだ「予測」の段階であり、ほとん

ど空中戦を展開していたにすぎない。

3.　社会的背景

米学術界の脱工業社会論にしても、日本の情報社会論にしてもなぜ 1960年以降に盛り上がり
を見せたかと言えば、それはコンピュータ（計算機）が SFではなく、実際に、そして、徐々に、
社会に身近なものとなりはじめたからに他ならない。

1964年には米 IBM社が商用大型計算機やその OSを発売し、日本にもその翌年には導入され
はじめている。記憶媒体のフロッピーディスクを IBM社が開発したのもその頃である。
また、米国ローカルではあるものの、はじめて「インターネット（UCLA、スタンフォード研

究所（SRI）、UCサンタバーバラ、ユタ大学の 4者間インターネットワーキング）」が実現した
のも 1969年と言われる（4）。　
現在話題沸騰の AI（人工知能）は、情報社会論よりもはやく、1950年代から 1960年代にか

けて「第一次ブーム」が到来している（5）。1980年代の第二次ブームとその後のインターネット
の大流行の陰に隠れる形で「冬の時代」を経て、現在は「第三次ブーム」とされる。特に第二次
ブームは「失敗」として見る向きもあり、第三次ブームが三度目の正直となりうるか興味深いと
ころであるが、本稿では横に置く。
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4.　技術決定論

こうした社会背景により白熱した情報社会論は、楽天主義的であるという評価の外に「技術決
定論的」であるとも評される（2）。技術決定論とは、テクノロジーが社会や個人を規定する唯一
の決定要因であるとする学説である。
たとえば、インターネットという新しいテクノロジーの発生によって社会構造や個人の意識が

変わるという見方である。そうした情報社会の到来によって受動的で感情的な人間（テレビ人間）
は客観的論理的になる（コンピュータ人間）ため、そもそも問題は起こらないし、万が一、新た
な問題が起きれば、必ずそれを解決するテクノロジーが生まれ、さらに発展（社会を規定）して
いき、社会はより精錬されていく。だから、過度に心配する必要ない、という社会観である。

5.　高度情報社会論

このように、学術界を中心に 1960年代末から議論が白熱・沸騰した情報社会論や情報公害論
も 3年程度で収束する。
ところが、それから 10年ほど経た 1980年代初頭、現在の NTTの前身である電電公社が「高

度情報通信システム （INS）」の開発を発表したことを契機として「高度情報社会論」が興る（6）。
この「高度」は、たとえば、「高度経済成長」と言った場合の急進性のニュアンスよりも、拡
張性や複雑多様性の意味合いがより強い。コンピュータと情報通信ネットワークが結びつくこと
によって、コンピュータの万能性（あるいは複雑多様性）が格段に高まったわけである。
それとともに、かつて「情報公害」で空中戦のように論じられた危機感が、今度は現実味をも

って急速に高まりを見せた。
1980年代にはパーソナルコンピュータが現実のものとなると、コンピュータ・ウィルスが登

場した。また、当初米国内だけだったコンピュータ・ネットワークとコンピュータ・ネットワー
クを結ぶインターネットワーキングが、1980年代に世界各地に少しずつ構築されはじめたとた
んに、たとえば、旧西ドイツからインターネットを通じ、米国の研究機関や軍事施設に侵入して
情報を盗み出して旧ソ連に渡すといったスパイ映画さながらの事件が実際におこりはじめる（7）。
必ずしもテクノロジーでは解決できそうにない、あるいは、テクノロジーで解決するにはかな

りの時間を要すると考えられる問題が実際に発生しはじめたわけである。
そのため、高度情報社会論は、楽天主義や技術決定論と評される情報社会論とは異なり、情報

公害論的な内容が同時に議論されている。

6.　情報公害＞情報観＞情報モラル・倫理＞情報観＞情報モラル

この高度情報社会論をうけ、当時の中曽根首相は高度情報社会に対応する有識者会議等を発足（8）
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させ、さらに、首相の諮問機関として臨時教育審議会を 1984年に発足させている（9）。
臨時教育審議会は、その名の通り、臨時の教育審議会で、過去に 1度しか開催されていない。

しかも、文部省（文部科学省）の審議会ではなく、総理府（内閣府）の機関である。
この臨時教育審議会は「二十一世紀を展望した教育の在り方（第 1部会）」、「社会の教育諸機

能の活性化（第 2部会）」、「初等中等教育の改革（第 3部会）」、「高等教育の改革（第 4部会）」
の 4部会にわかれて審議し、答申を出すもので、そのうち、「情報化への対応」は第 2部会で審
議されている。
本稿のテーマである「情報モラル」の用語が生まれたのは、この臨時教育審議会の第 2部会（情
報部会）における 1986年の第 2次答申から 1987年の第 3次答申にかけての審議である（10）（11）。
この審議の前には、過去に「情報公害シンポジウム」を開催し、臨時教育審議会第 2部会に
も関係が深い情報処理学会等においてさえ「情報モラル」なる用語が使用された形跡はなく、お
そらく、この臨時教育審議会の第 2部会審議が初出と考えられる。
ただし、答申（第 3次答申 ,1987）として「情報モラル」が提言される至る約 1年間の過程で、

この用語に決定されるまで何度も変更があった。
まず、「情報公害」が審議され、つづいて、「情報観」という用語に変わっている。この「情報

観」という用語については、かつては「情報公害論」の主要な論者であり、後に日本のインター
ネットの父とも称されることになる石田晴久（当時東京大学計算機センター）が提案した用語で
あると文献からは推察できる（12）。
その後、「情報モラル・倫理」が審議されるが、第 3次答申の素案では「情報観」が使用され

ている。また、この素案段階で「情報観」は、答申の「情報化への対応」の章の 3番目に位置
している。
ところが、第 3次答申公表の直前の審議で「情報観」は廃され、突如として「情報モラル」

が議論され、結局、第 3次答申では「情報モラル」となった。さらに、答申の「情報化への対
応」の章のトップ項目として「情報モラル」が提言された（13）。
なお、似た言葉に「情報倫理」があるが、筆者の調査範囲では、1987年 9月に公表された情

報処理学会誌の巻頭言「情報倫理学のすすめ」が初出であると考えられる（14）ことから、情報モ
ラルのほうが情報倫理よりも先に公表されている。

7.　当初の情報モラルの定義

臨時教育審議会第 3次答申の「情報モラル」は、今後、検討を要するとしつつも、ひとまず、
「自動車のブレーキに相当するもの」と定義されている（9）。
自動車はコンピュータ、ブレーキはモラルの比喩的表現であるが、ブレーキについては機能や

技術としてのブレーキではなく、ブレーキを踏むか否か、あるいは、ブレーキを踏むタイミング
や強度を決定する個人または集団の心の抑止力のことである。
内容は、情報公害とさほど変化はなく、個人情報の漏洩、情報氾濫、著作権侵害等である。た
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だし、情報公害の議論では企業等による危害が主であったが、情報モラルでは、より個人を対象
としており、臨時教育審議会の性質を勘案すれば、児童生徒、学生が対象とみるのが妥当だろう。
しかし、このような、抑制的な匂いがする「情報モラル」が、審議会答申の情報化への対応の

いの一番に配されるところは、学校教育に「道徳」の時間が設定されている、いかにも抑制の効
き過ぎた日本（人）ならではのように思えるが、実際、この当時、国レベルで、将来到来する情
報社会に起こりうる可能性がある諸問題に対応する「情報モラル」のような概念を提言した国は
見当たらない。そうした意味では世界最先端であったと言っても言い過ぎではないだろう。
ただし、職業倫理としての「計算機倫理」については米の哲学者ムーアが 1985年ごろに理論

化している（15）。もちろん、情報モラルの主な対象者が、計算機職業にやがて従事する可能性が
ある子どもたちであり、彼らの道徳心を育てるという意味あいはなくもないだろうが、その点に
ついて臨時教育審議会の第 3次答申は曖昧である。

8.　情報モラルとインターネット

1987年に提言されたこの「情報モラル」は、その後、約 10年間、一部の例外を除き、ほぼ
無視されることになる。
例外のひとつが、東京都教育委員会の教育研究所で、当時都内の 5つの中学校で「情報モラ

ル」実践研究を行っている。たとえば、写真週刊誌のプライバシー侵害であるとか、著作権侵
害、銀行の個人情報の漏洩といった実践記録が残っている（16）。
しかし、東京都教育委員会は情報モラルの教育実践研究をほぼ単年度でやめてしまった（実践

は年間で各中学校が 5回程度実施）。
なぜならば、同じタイミングで改訂された学習指導要領（1989）に「情報モラル」の文言が
なかったからである。
この学習指導要領改訂では、はじめて中学校の技術・家庭科の技術分野の選択領域に「情報基

礎」が導入された。選択領域とは言うものの、当時の社会背景（日米経済摩擦等）や中学校の
PC室整備政策とあいまって、「情報基礎」は事実上の必修であった。ところが、学習指導要領
の文言に「情報モラル」が付記されなかったために、教科書にも掲載されず、現場の実践でも無
視されてしまったのである。
このことは、本稿のもうひとつのテーマであるデジタル・シティズシップ教育の導入が日本で

10年遅れたことの遠因であるかもしれない。
なぜならば、インターネットが学校に導入され、社会的にも普及をみたのが、まさしく臨時教

育審議会後の 10年間 -1990年代であり、その臨時教育審議会答申の「情報モラル」は、インタ
ーネットに関しては前出の石田を除き、ほとんど誰も想定していなかったからである。そのた
め、インターネットのない、古い概念の「情報モラル」が何の議論も批判的検討もなく、10年
間温存され、持ち越されることになった。

1992年ごろには全国の国立大学はインターネットに接続し、1994年には全国 100校の小中
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高校、養護学校（特別支援学校）をインターネットに接続する「100校プロジェクト」が開始さ
れている。
その 100校プロジェクトでもっとも有名なコンテンツの一つに「ネチケットガイドライン日
本語版」（17）がある。その際、ネットのトラブルへの対応や「エチケットやマナーは倫理ではな
い」といった議論が関係者の間で盛んに行われたりもしている。しかし、それもあくまで先進的
な実践を行うごく少数の関係者の間だけにとどまり、学校教育関係者全般に議論が広まったわけ
ではない。

Cinii等で学術論文の記録を見ても「情報モラル」がテーマの論文公表や学会発表は、1987年
以降の 10年間で 10編にも満たない程度である。

9.　情報モラルと学習指導要領

臨時教育審議会後に「情報モラル」が政府の審議会等の議題となったのは 1996年の中央教育
審議会の第 1次答申であった（18）。ここで、現在までつづく情報モラルの定義「情報社会で適正
な活動を行うための基になる考え方と態度」が示された。
この中央教育審議会を経て、学習指導要領に「情報モラル」が掲載されたのは 1998年改訂の

中学校学習指導要領　技術・家庭科の技術分野の内容「情報とコンピュータ」である（19）。「情報
モラル教育」の内容は、個人情報の取り扱いや著作権等である。しかし、実際の学校現場で「情
報モラル」を取り扱うか否かは、事実上、担当教員にゆだねられており、パソコンの操作方法の
学習はするが情報モラルは取り扱わないといった「情報とコンピュータ」の学習が、ごく一般的
であった。
また、「情報モラル」は、中学校の技術分野の「専門領域」と捉えられる傾向から、小学校で
は取り扱わなくてもよいし、中学校の技術・家庭科以外の教科では取り扱わないものと解釈され
た。加えて、中学校の技術分野で実践したとしても、生徒にとっては 3年間の中学校生活のた
った 1、2時間の、瞬きほどの出来事であり、知識やスキルが身につくはずもなく、ましてや、
情報社会に対して意識と見識を深める、高めるといったことが実践される例は極めて特殊であっ
たことは否めない。
さらに、インターネットでのコミュニケーショントラブルや偽情報への対応といった内容は学

習指導要領には明示されなかったため、教科書には掲載されず、文部科学省は急遽教材（冊子）
を作成し、ウェブサイトでアニメ映像なども公開しているが（20）、それも学校に広く浸透したと
は言いがたい。

10.　高等学校の教科「情報」と情報モラル

1999年には高等学校学習指導要領の改訂があり、必履修教科「情報」が新設された（21）。教科
「情報」は、「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」、「情報社会に参画する態度」のいわゆ
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る 3本柱で構成しており、情報モラルは主として「情報社会に参画する態度」で取り扱うこと
となった。
また、後に、情報モラルの 5本柱（心を磨く領域：1・情報社会の倫理、2・法の理解と遵守、

知恵を磨く領域：3・安全への知恵、4・情報セキュリティ、5・公共的なネットワーク社会の構
築）が提案（22）されているが、これは主として高等学校の教科「情報」における情報モラル教育
実践を想定して作られたとされる。
しかし、高等学校の教科「情報」も、中学校と同様にコンピュータの使い方を学ぶだけになっ

てしまったり、あるいは、そもそも、教育課程に設置した教科「情報」を実施しない「未履修問
題」などもあり、高等学校関係者によって中学校関係者以上に情報モラル、情報モラル教育につ
いて盛んに実践されたり、議論され、検討され、研究されたわけではなかった。

11.　佐世保事件以降の「情報モラル」と情報モラル教育

全国的に「情報モラル」と「情報モラル教育」が注目を集め、小学校も含めて各学校ですべか
らく実践すべきものと認識されはじめたのは、2004年 6月に発生した『佐世保小 6女児同級生
殺害事件』以降であると言われる（23）。
文部科学省ばかりではなく、内閣府を中心に各省庁の連携をはかって情報モラル教育を強化
し、あるいは、フィルタリングを強化する方針が示されている。学校における情報モラル教育の
学術的研究や教材等の公表も激増し、情報モラル教育をテーマとして博士号を取得する研究者も
現われはじめた（24）。
しかし、その一方で、情報モラル教育は学校現場において、日々の授業での学びというより

も、「生活指導」、「生徒指導」の対象として認識されはじめ、警察等の交通安全教室や消防署に
よる防災訓練のように、1年間に 1度程度、外部から人を招いて話を聞いたりする「安全教室」
へと変化していく。
その「安全教室」と称する内容は、子どもを怖がらせ、子どもの行動を抑止することを目的と

したケーススタディであることが多い。「～べからず」、「～してはならず」という消極的倫理が
教えられていき、結果として、危ないネットやケータイは極力使用しないほうがよい、という価
値観が教えられていくことになった。
また、同時に、規制が強化されてきた。学校のフィルタリングは、アクセスしてはならないリ

ストであるブラックリストから、アクセスしてよいリストであるホワイトリストの運用に変化し
た。そのため、教科学習にネットを使おうとしたときに目的のウェブサイトなどが閲覧できな
い、いわゆる「オーバーブロッキング」が頻発し、ICTの学習利用の障壁となっている（25）。
加えて、文部科学省は学校にケータイ電話を原則持ち込まないようにするよう教育委員会に通

達をだしたり（26）、一部の地方公共団体では、スマートフォンを夜 9時以降は使用させないとい
った取り決めをしたり、あるいは、携帯電話を保護者は買い与えないことを条例で定める（27）な
ど、日常生活の一部となったコンピュータ・ネットワークを子どもの生活から極力排除する政策
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に転換する傾向が見られはじめ、本稿執筆時点の 2020年現在に至る。2020年 1月には香川県
が「子どものスマホ・ゲームは 1日 1時間」といった規制をする条例案を発表（28）し、ニュース
として取り上げられ、SNSでも大きな話題となった。
非常に大まかであるが、以上が情報モラル、情報モラル教育の歴史概要である。

12.　ゆらぐ「情報モラル教育」の価値

学校現場では、ネットやスマホなど ICTの利用は学校教育上制限すべきものであって、積極
的に活用するべきものとの認識は低かった。OECDの PISAの調査でもそれは明らかになって
おり、学校内外で学習に ICTを利活用する機会は OECD加盟国で日本が最低レベルである（29）。
昨今では、教育情報化政策について、学校現場と政府の認識や意識の乖離が顕著にみられはじ

めている。
たとえば、2019年、大阪府が災害時に必要だとしてスマートフォンの学校への持ち込みを許
可する方針を打ち出したのをきっかけとして、文部科学省は、原則ケータイ電話の学校への持ち
込み禁止通達の撤回の検討を有識者会議で開始した（30）。ところが、この有識者会議では、学校
現場から通達の撤回を踏みとどまってほしいとの要望が多数寄せられている（30）。
また、文部科学省は 2019年 12月に、全国小中学生に一人 1台の PCを配布する大型補正予
算をつけ、ICTの利活用やプログラミング教育を強力に推し進めようとしている（31）が、こちら
も消極的な地方自治体や教育委員会が目立つ（32）。

2018年 5月には教育の情報化と質的向上を目的とする著作権法の一部が改正された（33）。この
改正法が実施されれば、学校教育でこれまで以上にデジタル著作物の活用が進むことになるだろ
う。だが、初等中等教育関係者の関心は非常に低く、教育著作権制度の構築への関与に非常に消
極的である。
これら、さまざまな教育情報化政策によって、学校の情報化が進展すれば、家庭の情報化、社

会の情報化がさらに進む一方で、学校現場では、トラブルが増えるばかりで困るという見方が、
そして、不安が、根強くある。
今以上に情報モラル教育の重要性が増すとも言われる。しかし、現状のような「～べからず」、

「～してはならず」が教えられる情報モラル教育がはたして意味があるのか、効果的かについて、
大きな疑問が残るのである。
（後編「情報モラル教育とデジタル・シティズンシップの違い～デジタル・シティズンシップ
教育に期待するもの」は、「メディア情報リテラシ研究」次号（2020年 8月発行予定）に掲載し
ます）
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